
  
 
１ 麦類 

精麦 
２ 粉類 

米粉，小麦粉，雑穀粉，豆粉，いも粉，調製穀粉，その他の粉類 
３ でん粉 

小麦でん粉，とうもろこしでん粉，甘しょでん粉，ばれいしょでん粉，タピオカでん粉，サゴで 
ん粉，その他のでん粉 

４ 野菜加工品 
野菜缶・瓶詰，トマト加工品，きのこ類加工品，塩蔵野菜（漬物を除く。），野菜漬物，野菜冷凍 

食品，乾燥野菜，野菜つくだ煮，その他の野菜加工品 
５ 果実加工品 

果実缶・瓶詰，ジャム・マーマレード及び果実バター，果実漬物，乾燥果実，果実冷凍食品，そ 
の他の果実加工品 

６ 茶，コーヒー及びココアの調製品 
茶，コーヒー製品，ココア製品 

７ 香辛料 
ブラックペッパー，ホワイトペッパー，レッドペッパー，シナモン（桂皮），クローブ（丁子）， 

ナツメグ（肉ずく），サフラン，ローレル（月桂葉），パプリカ，オールスパイス（百味こしょ 
う），さんしょう，カレー粉，からし粉，わさび粉，しょうが，その他の香辛料 

８ めん・パン類 
めん類，パン類 

９ 穀類加工品 
アルファー化穀類，米加工品，オートミール，パン粉，ふ，麦茶，その他の穀類加工品 

10  菓子類 
ビスケット類，焼き菓子，米菓，油菓子，和生菓子，洋生菓子，半生菓子，和干菓子，キャンデ 

ー類，チョコレート類，チューインガム，砂糖漬菓子，スナック菓子，冷菓，その他の菓子類 
11  豆類の調製品 

あん，煮豆，豆腐・油揚げ類，ゆば，凍り豆腐，納豆，きなこ，ピーナッツ製品，いり豆，その 
他の豆類の調製品 

12  砂糖類 
砂糖，糖蜜，糖類 

13  その他の農産加工品 
こんにゃく，その他１から 12 に分類されない農産加工食品 

14  食肉製品 
加工食肉製品，鳥獣肉の缶・瓶詰，加工鳥獣肉冷凍食品，その他の食肉製品 

 15  酪農製品 
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牛乳，加工乳，乳飲料，練乳及び濃縮乳，粉乳，発酵乳及び乳酸菌飲料，バター，チーズ，ア 
イスクリーム類，その他の酪農製品 

16  加工卵製品 
鶏卵の加工製品，その他の加工卵製品 

17  その他の畜産加工品 
蜂蜜，その他 14 から 16 に分類されない畜産加工食品 

18  加工魚介類 
素干魚介類，塩干魚介類，煮干魚介類，塩蔵魚介類，缶詰魚介類，加工水産物冷凍食品，練り製 

品，その他の加工魚介類 
19  加工海藻類 

こんぶ，こんぶ加工品，干のり，のり加工品，干わかめ類，干ひじき，干あらめ，寒天，その他 
の加工海藻類 

20  その他の水産加工食品 
その他 18 及び 19 に分類されない水産加工食品 

21  調味料及びスープ 
食塩，みそ，しょうゆ，ソース，食酢，調味料関連製品，スープ，その他の調味料及びスープ 

22  食用油脂 
食用植物油脂，食用動物油脂，食用加工油脂 

23  調理食品 
調理冷凍食品，チルド食品，レトルトパウチ食品，弁当，そうざい，その他の調理食品 

24  その他の加工食品 
イースト，植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく，麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ， 

粉末ジュース，その他 21 から 23 に分類されない加工食品 
25  飲料等 

飲料水，清涼飲料，酒類，氷，その他の飲料 
 



 
 
１ 農産物（きのこ類，山菜類及びたけのこを含む。） 

① 米穀（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの，単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合し
たものを含む。） 

玄米，精米 
② 麦類（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。） 

大麦，はだか麦，小麦，ライ麦，えん麦 
③ 雑穀（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。） 

とうもろこし，あわ，ひえ，そば，きび，もろこし，はとむぎ，その他の雑穀 
④ 豆類（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み，未成熟のものを

除く。） 
大豆，小豆，いんげん，えんどう，ささげ，そら豆，緑豆，落花生，その他の豆類 

⑤ 野菜（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの，単に切断したもの及び単に凍結させたものを
含む。） 

根菜類，葉茎菜類，果菜類，香辛野菜及びつまもの類，きのこ類，山菜類，果実的野菜，その他
の野菜 

⑥ 果実（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの，単に切断したもの及び単に凍結させたものを
含む。） 

かんきつ類，仁果類，核果類，しょう果類，殻果類，熱帯性及び亜熱帯性果実，その他の果実 
⑦ その他の農産食品（収穫後調整，選別，水洗い等を行ったもの，単に切断したもの及び単に凍結

させたものを含む。） 
糖料作物，こんにゃくいも，未加工飲料作物，香辛料原材料，他に分類されない農産食品 
 

２ 畜産物 
① 食肉（単に切断，薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。） 

牛肉，豚肉及びいのしし肉，馬肉，めん羊肉，山羊肉，うさぎ肉，家きん肉，その他の肉類 
 ② 乳 

生乳，生山羊乳，その他の乳 
③ 食用鳥卵（殻付きのものに限る。） 

鶏卵，アヒルの卵，うずらの卵，その他の食用鳥卵 
④ その他の畜産食品（単に切断，薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。） 
 

３ 水産物（ラウンド，セミドレス，ドレス，フィレー，切り身，刺身（盛り合わせたものを除く。），
むき身，単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。） 
①  魚類 
  淡水産魚類，さく河性さけ・ます類，にしん・いわし類，かつお・まぐろ・さば類，あじ・ぶ 

り・しいら類，たら類，かれい・ひらめ類，すずき・たい・にべ類，その他の魚類 
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②  貝類 
しじみ・たにし類，かき類，いたやがい類，あかがい・もがい類，はまぐり・あさり類，ばかが 

い類，あわび類，さざえ類，その他の貝類 
③  水産動物類 

いか類，たこ類，えび類，いせえび・うちわえび・ざりがに類，かに類，その他の甲かく類，う 
に・なまこ類，かめ類，その他の水産動物類 

④ 海産ほ乳動物類 
鯨，いるか，その他の海産ほ乳動物類 

⑤ 海藻類 
こんぶ類，わかめ類，のり類，あおさ類，寒天原草類，その他の海藻類 

































内容量を法定計量単位で表示する際は量
目公差内であること

（政令第1条特定商品）

左記商品のうち、密封をしたときに
表記義務の係るもの

（特定商品の販売に係る計量に関する政令
第５条に掲げる特定商品）

法定
単位

量目
公差

の区分

量目公
差適用

の
上限

１ 精米及び精麦 全て該当 質量 表A 25kg

２ 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、
煮豆その他の豆類の加工品

(１)加工していないもの 全て該当 質量 表A 10kg

(２)加工品
左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、
ピーナッツ製品及びはるさめ

質量 表A ５kg

３ 米粉、小麦粉その他の粉類 全て該当 質量 表A 10kg

４ でん粉 全て該当 質量 表A ５kg

５ 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加
工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

(１)生鮮のもの及び冷蔵したもの 該当なし 質量 表B 10kg

(２)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野
菜ジュース

全て該当
質量又
は体積

表A又
は表C

５kg又
は５L

(３)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食
品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、
又は包装したものに限る。)

左に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り
又は細刻していない漬物を除く。)

質量 表B ５kg

(４)(２)又は(３)に掲げるもの以外の加工品
左に掲げるもののうち、きのこの加工品及
び乾燥野菜

質量 表A ５kg

６ 果実及びその加工品(果実飲料原料を
除く。)

(１)生鮮のもの及び冷蔵したもの 該当なし 質量 表B 10kg

(２)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食
品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、
又は包装したものに限る。)

全て該当 質量 表B ５kg

(３)(２)に掲げるもの以外の加工品
左に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャ
ム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果
実

質量 表A ５kg

７ 砂糖
左に掲げるもののうち、細工もの又はすき
間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂
糖以外のもの

質量 表A ５kg

８ 茶、コーヒー及びココアの調製品 全て該当 質量 表A ５kg

９ 香辛料
左に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕し
たもの

質量 表A １kg

10 めん類
左に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめ
ん以外のもの

質量 表B ５kg

11 もち、オートミールその他の穀類加工品 全て該当 質量 表A ５kg

12 菓子類

左に掲げるもののうち、
(１)ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ
類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入
れ、又は付けたものを除くものとし、一個の
質量が３グラム未満のものに限る。)
(２)油菓子(１個の質量が３グラム未満のも
のに限る。)
(３)水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたもの
を除くものとし、缶入りのものに限る。)
(４)プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
(５)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入
れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除
く。)
(６)スナック菓子(ポップコーンを除く。)

質量 表A ５kg



内容量を法定計量単位で表示する際は量
目公差内であること

（政令第1条特定商品）

左記商品のうち、密封をしたときに
表記義務の係るもの

（特定商品の販売に係る計量に関する政令
第５条に掲げる特定商品）

法定
単位

量目
公差

の区分

量目公
差適用

の
上限

13 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及
び加工品

全て該当 質量 表Ａ ５kg

14 はちみつ 全て該当 質量 表Ａ ５kg

15 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに
乳製品(乳酸菌飲料を含む。)

(１)粉乳、バター及びチーズ 全て該当 質量 表Ａ ５kg

(２)(１)に掲げるもの以外のもの
左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以
外のもの

質量又
は体積

表Ａ又
は表Ｃ

５kg又
は５L

16 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他
の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を
除く。)並びにその冷凍品及び加工品

(１)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷
凍品

左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍
えび

質量 表Ｂ ５kg

(２)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品
(加工した水産動物を凍結させ、容器に入
れ、又は包装したものに限る。)及びそぼ
ろ、みりんぼしその他の調味加工品

左に掲げるもののうち、
(１)干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
(２)煮干しし、又はくん製したもの
(３)冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
(４)調味加工品(たら又はたいのそぼろ又は
でんぶ及びうにの加工品に限る。)

質量 表Ｂ ５kg

(３)(２)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち、
(１)塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及
びキャビア
(２)缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節
類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす
等に漬けたもの

質量 表Ａ ５kg

17 海藻及びその加工品
左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵し
たもの、干しのり又はのりの加工品以外の
もの

質量 表Ｂ ５kg

18 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味
料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニ
ング及びマーガリン類

全て該当 質量 表Ａ ５kg

19 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のた
れ及びスープ

全て該当
質量又
は体積

表Ａ又
は表Ｃ

５kg又
は５L

20 しょうゆ及び食酢 全て該当 体積 表Ｃ ５L

21 調理食品

(１)即席しるこ及び即席ぜんざい 全て該当 質量 表Ａ １kg

(２)(１)に掲げるもの以外のもの
左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食
品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶
詰

質量 表Ｂ ５kg

22 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並
びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりご
ま

全て該当 質量 表Ａ １kg

23 飲料(医薬用のものを除く。)

(１)アルコールを含まないもの 全て該当
質量又
は体積

表Ａ又
は表Ｃ

５kg又
は５L

(２)アルコールを含むもの 全て該当 体積 表Ｃ ５L



　特定商品の量目公差は､以下の表Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかが適用されます。

量目公差

　表Ａ 　表Ｂ 　表Ｃ

表示量 誤差 表示量 誤差 表示量 誤差

５ｇ以上50ｇ以下 ４％ ５ｇ以上50ｇ以下 ６％ ５ｍL以上50mL以下 ４％

50ｇを超え100ｇ以下 ２ｇ 50ｇを超え100ｇ以下 ３ｇ 50mLを超え100mL以下 ２mL

100ｇを超え500ｇ以下 ２％ 100ｇを超え500ｇ以下 ３％ 100mLを超え500mL以下 ２％

500ｇを超え１kg以下 10ｇ 500ｇを超え1.5kg以下 15ｇ 500mLを超え１L以下 10mL

１kgを超え25kg以下 １％ 1.5kgを超え10kg以下 １％ １Lを超え25L以下 １％

備考　表Ａ、表Ｂ及び表Ｃ中の％で表される誤差は、表示量に対する百分率とする。
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別表第９：                      資料７ 

栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量 

 

栄養成分 

及び熱量 

表示の 

単位 

測定及び算出の方法 許容差の範囲 ０と表示
すること
ができる

量 

たんぱく質 g 窒素定量換算法 ±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）のたんぱく質の量が 2.5g

未満の場合は±0.5g) 

0.5g 

脂質 g ゲルベル法又は溶媒抽出―

重量法 

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の脂質の量が 2.5g 未満

の場合は±0.5g) 

0.5g 

飽和脂肪酸 g ガスクロマトグラフ法 ±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の飽和脂肪酸の量が 0.5g

未満の場合は±0.1g) 

0.1g 

n-3 系脂肪酸 g ガスクロマトグラフ法 ±20％  

n-6 系脂肪酸 g ガスクロマトグラフ法 ±20％  

コレステロール mg ガスクロマトグラフ法 ±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）のコレステロールの量が

25mg 未満の場合は±５mg) 

５mg 

炭水化物 g 当該食品の重量から，たん

ぱく質，脂質，灰分及び水

分の量を控除して算定する

こと。この場合において，

たんぱく質及び脂質の量に

あっては，第１欄の区分に

応じ，第３欄に掲げる方法

により測定し，灰分及び水

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の炭水化物の量が 2.5g

未満の場合は±0.5g) 

0.5g 
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分の量にあっては，次に掲

げる区分に応じ，次に定め

る方法により測定するこ

と。 

① 灰分  

酢酸マグネシウム添加灰 

化法，直接灰化法又は硫酸 

添加灰化法 

② 水分 

カールフィッシャー法， 

乾燥助剤法，減圧加熱乾燥 

法，常圧加熱乾燥法又はプ 

ラスチックフィルム法 

糖質 g 当該食品の重量から，たん

ぱく質，脂質，食物繊維，

灰分及び水分の量を控除し

て算定すること。この場合

において，たんぱく質，脂

質及び食物繊維の量にあっ

ては，第１欄の区分に応

じ，第３欄に掲げる方法に

より測定し，灰分及び水分

の量にあっては，炭水化 

物の項の第３欄の①及び②

に掲げる区分に応じ，①及

び②に定める方法により測

定すること。 

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の糖質の量が 2.5g 未満

の場合は±0.5g) 

0.5g 

糖類 (単糖類又

は二糖類であっ

て，糖アルコー

ルでないものに

限る。) 

g ガスクロマトグラフ法又は

高速液体クロマトグラフ法 

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の糖類の量が 2.5g 未満

の場合は±0.5g) 

0.5g 

食物繊維 g プロスキー法又は高速液体

クロマトグラフ法 

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の食物繊維の量が 2.5g

未満の場合は±0.5g) 

0.5g 

亜鉛 mg 原子吸光光度法又は誘導結 ＋50％，－20％  



８５ 

 

合プラズマ発光分析法 

カリウム mg 原子吸光光度法又は誘導結

合プラズマ発光分析法 

＋50％，－20％  

カルシウム mg 過マンガン酸カリウム容量

法，原子吸光光度法又は誘

導結合プラズマ発光分析法 

＋50％，－20％  

クロム ㎍ 原子吸光光度法、誘導結合

プラズマ発光分析法又は誘

導結合プラズマ質量法 

＋50％，－20％  

セレン ㎍ 蛍光光度法、原子吸光光度

法又は誘導結合プラズマ質

量法 

＋50％，－20％  

鉄 mg オルトフェナントロリン吸

光光度法，原子吸光光度法

又は誘導結合プラズマ発光

分析法 

＋50％，－20％  

銅 mg 原子吸光光度法又は誘導結

合プラズマ発光分析法 

＋50％，－20％  

ナトリウム mg 

(1,000mg

以上の量

を表示す

る場合に

あって

は，g を

含む。) 

原子吸光光度法又は誘導結

合プラズマ発光分析法 

±20％(ただし，当該食品

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）のナトリウムの量が

25mg 未満の場合は±５mg) 

５mg 

マグネシウム mg 原子吸光光度法又は誘導結

合プラズマ発光分析法 

＋50％，－20％  

マンガン mg 原子吸光光度法又は誘導結

合プラズマ発光分析法 

＋50％，－20％  

モリブデン ㎍ 誘導結合プラズマ質量分析

法又は誘導結合プラズマ発

光分析法 

＋50％，－20％  

ヨウ素 ㎍ 滴定法、ガスクロマトグラ

フ法又は誘導結合プラズマ

質量法 

＋50％，－20％  

リン mg バナドモリブデン酸吸光光

度法，モリブデンブルー吸

＋50％，－20％  



８６ 

 

光光度法又は誘導結合プラ

ズマ発光分析法 

ナイアシン mg 高速液体クロマトグラフ法

又は微生物学的定量法 

＋80％，－20％  

パントテン酸 mg 高速液体クロマトグラフ法

又は微生物学的定量法 

＋80％，－20％  

ビオチン ㎍ 微生物学的定量法 ＋80％，－20％  

ビタミンＡ ㎍ 高速液体クロマトグラフ法

又は吸光光度法 

＋50％，－20％  

ビタミンＢ１ mg 高速液体クロマトグラフ法

又はチオクローム法 

＋80％，－20％  

ビタミンＢ２ mg 高速液体クロマトグラフ法

又はルミフラビン法 

＋80％，－20％  

ビタミンＢ６ mg 高速液体クロマトグラフ法

又は微生物学的定量法 

＋80％，－20％  

ビタミンＢ12 ㎍ 高速液体クロマトグラフ法

又は微生物学的定量法 

＋80％，－20％  

ビタミンＣ mg ２,４－ジニトロフェニルヒ

ドラジン法，インドフェノ

ール・キシレン法，高速液

体クロマトグラフ法又は酸

化還元滴定法 

＋80％，－20％  

ビタミンＤ ㎍ 高速液体クロマトグラフ法 ＋50％，－20％  

ビタミンＥ mg 高速液体クロマトグラフ法 ＋50％，－20％  

ビタミンＫ ㎍ 高速液体クロマトグラフ法 ＋50％，－20％  

葉酸 ㎍ 微生物学的定量法 ＋80％，－20％  

熱量 kcal 修正アトウォーター法 ±20％(ただし，当該食品 

100g 当たり（清涼飲料水等

にあっては，100mℓ当た

り）の熱量が 25kcal 未満の

場合は±５kcal) 

５kcal 

 



 
 

栄養成分 下限値 栄養成分の機能 上限値 摂取をする上での注意事項 
n-3 系脂肪酸 0.6g n-3 系脂肪酸は，皮膚の健康

維持を助ける栄養素です。 
2.0g 本品は，多量摂取により疾病が

治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

亜鉛 2.64mg 亜鉛は，味覚を正常に保つの
に必要な栄養素です。 
亜鉛は，皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素です。 
亜鉛は，たんぱく質・核酸の
代謝に関与して，健康の維持
に役立つ栄養素です。 

15mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。亜鉛の
摂り過ぎは，銅の吸収を阻害す
るおそれがありますので，過剰
摂取にならないよう注意してく
ださい。１日の摂取目安量を守
ってください。乳幼児・小児は
本品の摂取を避けてください。 

カリウム 840mg カリウムは，正常な血圧を保
つのに必要な栄養素です。 

2,800mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 
腎機能が低下している方は本品
の摂取を避けてください。 

カルシウム 204mg カルシウムは，骨や歯の形成
に必要な栄養素です。 

600mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

鉄 2.04mg 鉄は，赤血球を作るのに必要
な栄養素です。 

10mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

銅 0.27mg 銅は，赤血球の形成を助ける
栄養素です。 
銅は，多くの体内酵素の正常
な働きと骨の形成を助ける栄
養素です。 

6.0mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。
乳幼児・小児は本品の摂取を避
けてください。 

マグネシウム 96mg マグネシウムは，骨や歯の形
成に必要な栄養素です。 

300mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す

別表第１１：栄養機能食品として表示ができる栄養成分  資料８            



マグネシウムは，多くの体内
酵素の正常な働きとエネルギ
ー産生を助けるとともに，血
液循環を正常に保つのに必要
な栄養素です。 

るものではありません。多量に
摂取すると軟便（下痢）になる
ことがあります。１日の摂取目
安量を守ってください。乳幼
児・小児は本品の摂取を避けて
ください。 

ナイアシン 3.9mg ナイアシンは，皮膚や粘膜の
健康維持を助ける栄養素で
す。 

60mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

パントテン酸 1.44mg パントテン酸は，皮膚や粘膜
の健康維持を助ける栄養素で
す。 

30mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビオチン 15μg ビオチンは，皮膚や粘膜の健
康維持を助ける栄養素です。 

500μg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＡ 231μg ビタミンＡは，夜間の視力の
維持を助ける栄養素です。 
ビタミンＡは，皮膚や粘膜の
健康維持を助ける栄養素で
す。 

600μg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 
妊娠３か月以内又は妊娠を希望
する女性は過剰摂取にならない
よう注意してください。 

ビタミンＢ1 0.36mg ビタミンＢ1 は，炭水化物か
らのエネルギー産生と皮膚や
粘膜の健康維持を助ける栄養
素です。 

25mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＢ2 0.42mg ビタミンＢ2 は，皮膚や粘膜
の健康維持を助ける栄養素で
す。 

12mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＢ6 0.39mg ビタミンＢ6 は，たんぱく質
からのエネルギーの産生と皮
膚や粘膜の健康維持を助ける
栄養素です。 

10mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＢ12 0.72μg ビタミンＢ12 は，赤血球の形 60μg 本品は，多量摂取により疾病が



成を助ける栄養素です。 治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＣ 30mg ビタミンＣは，皮膚や粘膜の
健康維持を助けるとともに，
抗酸化作用を持つ栄養素で
す。 

1,000mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＤ 1.65μg ビタミンＤは，腸管でのカル
シウムの吸収を促進し，骨の
形成を助ける栄養素です。 

5.0μg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＥ 1.89mg ビタミンＥは，抗酸化作用に
より，体内の脂質を酸化から
守り，細胞の健康維持を助け
る栄養素です。 

150mg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 

ビタミンＫ 45μg ビタミンＫは，正常な血液凝
固能を維持する栄養素です。 

150μg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 
血液凝固阻止薬を服用している
方は本品の摂取を避けてくださ
い。 

葉酸 72μg 葉酸は，赤血球の形成を助け
る栄養素です。 
葉酸は，胎児の正常な発育に
寄与する栄養素です。 

200μg 本品は，多量摂取により疾病が
治癒したり，より健康が増進す
るものではありません。１日の
摂取目安量を守ってください。 
葉酸は，胎児の正常な発育に寄
与する栄養素ですが，多量摂取
により胎児の発育がよくなるも
のではありません。 

 



別表第１２：栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値  資料９ 

 

栄養成分 高い旨の表示の基準値 含む旨の表示の基準値 強化された旨の表示

の基準値 

食品 100g 当たり（括

弧内は，一般に飲用

に供する液状の食品

100mℓ 当たりの場

合） 

100kcal

当たり 

食品 100g 当たり（括

弧内は，一般に飲用

に供する液状の食品

100mℓ 当たりの場

合） 

100kcal

当たり 

食品 100g 当たり（括

弧内は，一般に飲用

に供する液状の食品

100mℓ 当たりの場

合） 

たんぱく質 17.0g（8.5g） 8.5g 8.5g（4.3g） 4.3g 8.5g（4.3g） 

食物繊維 ６g（３g） ３g ３g（1.5g） 1.5g ３g（1.5g） 

亜鉛 2.55mg（1.28mg） 0.85mg 1.28mg（0.64mg） 0.43mg 0.85mg（0.85mg） 

カリウム 840mg（420mg） 280mg 420mg（210mg） 140mg 280mg（280mg） 

カルシウム 210mg（105mg） 70mg 105mg（53mg） 35mg 70mg（70mg） 

鉄 1.95mg（0.98g） 0.65mg 0.98mg（0.49mg） 0.33mg 0.65mg（0.65mg） 

銅 0.24mg（0.12mg） 0.08mg 0.12mg（0.06mg） 0.04mg 0.08mg（0.08mg） 

マグネシウム 96mg（48mg） 32mg 48mg（24mg） 16mg 32mg（32mg） 

ナイアシン 3.9mg（1.95mg） 1.3mg 1.95mg（0.98mg） 0.65mg 1.3mg（1.3mg） 

パントテン酸 1.65mg（0.83mg） 0.55mg 0.83mg（0.41mg） 0.28mg 0.55mg（0.55mg） 

ビオチン 15μg（7.5μg） ５μg 7.5μg（3.8μg） 2.5μg ５μg（５μg） 

ビタミンＡ 231μg（116μg） 77μg 116μg（58μg） 39μg 77μg（77μg） 

ビタミンＢ1 0.30mg（0.15mg） 0.10mg 0.15mg（0.08mg） 0.05mg 0.10mg（0.10mg） 

ビタミンＢ2 0.42mg（0.21mg） 0.14mg 0.21mg（0.11mg） 0.07mg 0.14mg（0.14mg） 

ビタミンＢ6 0.39mg（0.20mg） 0.13mg 0.20mg（0.10mg） 0.07mg 0.13mg（0.13mg） 

ビタミンＢ12 1.20μg（0.60μg） 0.40μg 0.60μg（0.30μg） 0.20μg 0.40μg（0.40μg） 

ビタミンＣ 30mg（15mg） 10mg 15mg（7.5mg） ５mg 10mg（10mg） 

ビタミンＤ 2.70μg（1.35μg） 0.90μg 1.35μg（0.68μg） 0.45μg 0.90μg（0.90μg） 

ビタミンＥ 1.95mg（0.98mg） 0.65mg 0.98mg（0.49mg） 0.33mg 0.65mg（0.65mg） 

ビタミンＫ 45μg（22.5μg） 15μg 22.5μg（11.3μg） 7.5μg 15μg（15μg） 

葉酸 72μg（36μg） 24μg 36μg（18μg） 12μg 24μg（24μg） 
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別表第１３（第７条関係）：栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示の基準値  

 

栄養成分 

及び熱量 

含まない旨の 

表示の基準値 

低い旨の 

表示の基準値 

低減された旨の 

表示の基準値 

食品 100ｇ当たり (括弧内

は，一般に飲用に供する液

状の食品100mℓ当たりの

場合) 

食品 100ｇ当たり (括弧内

は，一般に飲用に供する液

状の食品 100mℓ 当たりの

場合) 

食品 100ｇ当たり (括弧内

は，一般に飲用に供する液

状の食品 100mℓ 当たりの

場合) 

熱量 ５kcal（５kcal） 40kcal（20kcal） 40kcal（20kcal） 

脂質 0.5ｇ（0.5ｇ） ３ｇ（1.5ｇ） ３ｇ（1.5ｇ） 

飽和脂肪酸 0.1ｇ（0.1ｇ） 1.5ｇ（0.75ｇ）。ただし，

当該食品の熱量のうち飽和

脂肪酸に由来するものが当

該食品の熱量の 10％以下で

あるものに限る。 

1.5ｇ（0.75ｇ） 

コレステロール ５mg（５mg）。ただし， 

飽和脂肪酸の量が 1.5ｇ

（0.75ｇ）未満であって

当該食品の熱量のうち飽

和脂肪酸に由来するもの

が当該食品の熱量の 10％

未満のものに限る。 

20mg（10mg）。ただし， 

飽和脂肪酸の量が 1.5ｇ

（0.75ｇ）以下であって当

該食品の熱量のうち飽和脂

肪酸に由来するものが当該

食品の熱量の 10％以下のも

のに限る。 

20mg（10mg）。ただし， 

飽和脂肪酸の量が当該他の

食品に比べて低減された量

が 1.5ｇ（0.75ｇ）以上の

ものに限る。 

糖類 0.5ｇ（0.5ｇ） ５ｇ（2.5ｇ） ５ｇ（2.5ｇ） 

ナトリウム ５mg（５mg） 120mg（120mg） 120mg（120mg） 

備考 

① ノンオイルドレッシングについて，脂質の「含まない旨の表示」については「0.5g」を，「３g」とす

る。 

② １食分の量を 15ｇ以下である旨を表示し，かつ，当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の量の

占める割合が 15％以下である場合，コレステロールに係る含まない旨の表示及び低い旨の表示のただ

し書きの規定は，適用しない。 

別表第１３：栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示の基準値  資料１０ 
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22の加工食品群と主な食品の例

食 品 群 対 象 食 品 例

農産物加工品

① 乾燥させた きのこ・野菜・果実
（フレーク状又は粉末状にしたものを除く）

乾しいたけ かんぴょう
切干大根 干しいも レーズン

② 塩蔵した きのこ・野菜・果実
（農産物漬物を除く。）

塩蔵きのこ 塩蔵ぜんまい
塩蔵オリーブ

③ ゆでまたは蒸した きのこ・野菜・豆類とあん
（缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く。）

山菜ミックス水煮 たけのこ水煮
蒸しさつま芋 大豆水煮 生あん

④ 異種混合してカットした 野菜・果実
異種混合した 野菜・果実・きのこ

カットフルーツミックス
鍋もの用野菜きのこセット

⑤ 緑茶・緑茶飲料 煎茶 玉露 抹茶 ほうじ茶

⑥ もち まるもち 切りもち 草餅 豆餅

⑦ 炒りまたは揚げた 落花生・豆類
素炒り落花生 炒り大豆
素揚げそら豆

⑧ 黒糖・黒糖加工品 黒糖みつ 黒糖菓子 加工黒糖

⑨ こんにゃく
板こんにゃく 玉こんにゃく
さしみこんにゃく しらたき

次の表に掲げるもののうち、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品
の当該割合が50％以上であるものが該当します。ただし、⑤緑茶・緑茶飲料にあっては、
荒茶の原材料、⑥もちにあっては米穀、⑧黒糖・黒糖加工品にあっては黒糖の原材料、⑨
こんにゃくにあってはこんにゃくいも、⑱こんぶ巻にあってはこんぶを対象とします。

畜産物加工品

⑩ 調味した食肉
（加熱調理したもの、調理冷凍食品に該当するものを除く）

塩こしょうを振った食肉
タレ漬けした食肉
薬味や調味料で和えたユッケ

⑪ ゆでまたは蒸した 食肉・食用鳥卵
（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品を除く。）

ゆでた牛もつ 単に蒸した蒸し鶏
ゆで卵 温泉卵
うずらの卵の水煮

⑫ 表面をあぶった食肉 牛肉のたたき

⑬ フライ種として衣をつけた食肉
（加熱調理したもの、調理冷凍食品に該当するものを除く）

フライ衣をつけた豚カツ用の豚肉
衣をまぶした唐揚げ用の鶏肉

⑭ 合挽肉・異種混合した食肉
（肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。）

鶏･豚合挽肉
牛肉と豚肉の焼き肉セット
成形肉(サイコロステーキ)
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水産物加工品

⑮ 素干または塩干、煮干した 魚介類・海藻類
干のり・焼きのり
（細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く）

するめ あじ開干し しらす干し
味付のり 乾燥わかめ 干ひじき

⑯ 塩蔵した 魚介類・海藻類
塩引き鮭 塩かずのこ 塩たらこ
塩蔵わかめ 塩蔵うみぶどう

⑰ 調味した 魚介類・海藻類
（加熱調理したもの、調理冷凍食品、缶詰、瓶詰、レトルト
パウチ食品を除く）

いくら醤油漬け しめさば
赤魚の粕漬け もずく酢
食用油脂を加えたねぎとろ

⑱ こんぶ巻
にしんのこんぶ巻
鮭のこんぶ巻

⑲ ゆでまたは蒸した 魚介類・海藻類
（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品を除く。）

ゆでがに ボイルほたて
釜揚げしらす 蒸しだこ
ふぐ皮の湯引き

⑳ 表面をあぶった魚介類 かつおのたたき

㉑ フライ種として衣を付けた魚介類
（加熱調理したもの、調理冷凍食品に該当するものを除く）

衣をつけたカキフライ用のかき
衣をまぶしたムニエル用の鮭

その他

㉒ 生鮮食品を異種混合したもの
焼き鳥用に鶏肉とねぎを串に
刺したもの（ねぎま串）






